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第８号様式（第10条関係）

練馬区長殿 年 月 10 日

① 証明を受ける方（個人、法人等のいずれかの □ にレ点を入れて、ご記入ください）

年 月 日

練馬区

② 必要な証明書の内容・使用目的（□の中にレ点を入れて、必要通数・年数をご記入ください）

通

通

通

 

③ 使用目的（番号に〇をつけてください）

）

※つぎの書類がそろっていることをご確認ください

※　偽り、その他不正手段により交付を受けたときは、法により罰せられます。

個
人

※クレジットカード決済で手数料を支払う場合は不要です。

定額小為替（1通につき300円）
本人確認書類の写し
切手を貼ったもの）
返信用封筒（住所・氏名を記入し、
申請書（この用紙）

※クレジットカード決済で手数料を支払う場合は不要です。

定額小為替（1通につき300円）
登記事項証明書等の写し
記入し、切手を貼ったもの）
返信用封筒（送付先の名称・所在地を
申請書（この用紙）

記入例　個人用
（本人が、個人としての証明を受ける場合）

滞納（処分）に係る特別区税（地方税）証明書交付申請書（郵送用）

申請日 令和

現 住 所 電話番号

昼間の連絡先（自宅・携帯）

03－●●●●－●●●●

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

生年月日

大　・　昭　・　平　・西暦

氏名

8

請求番号：

6

練馬区豊玉北●－●－●

ネリマ　タロウ

必ず自署して
ください 練馬　太郎

同　上

60 8 1

練馬区
の住所

※不明な場合は空欄で結構です

指定番号所在地

個
人

法
人
等

電話番号

現住所と異なる場合 

特別区税（地方税）に滞納がないこと、および、過去「　２　」年以内に滞納処分を
受けたことがないこと
※　酒類販売（製造）業免許申請用が必要な方はこちらをお選びください。

過去「　　　」年以内に特別区税（地方税）の滞納処分を受けたことがないこと

特別区税（地方税）に滞納がないこと

１　酒類販売（製造）業免許申請

名称

（担当者名）（部署名）

㊞

※自署される場合は、代表者印の押印不要

代表者名

1

法
人
等

３　その他（２　金融機関に提出

【郵送請求キャッシュレスサービスをご利用の方】

取得した請求番号を赤字で記入してください。
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第８号様式（第10条関係）

練馬区長殿 年 月 10 日

① 証明を受ける方（個人、法人等のいずれかの □ にレ点を入れて、ご記入ください）

年 月 日

練馬区

② 必要な証明書の内容・使用目的（□の中にレ点を入れて、必要通数・年数をご記入ください）

通

通

通

 

③ 使用目的（番号に〇をつけてください）

）

※つぎの書類がそろっていることをご確認ください

※　偽り、その他不正手段により交付を受けたときは、法により罰せられます。

定額小為替（1通につき300円） 定額小為替（1通につき300円）
※クレジットカード決済で手数料を支払う場合は不要です。 ※クレジットカード決済で手数料を支払う場合は不要です。

個
人

申請書（この用紙）

法
人
等

申請書（この用紙）
返信用封筒（住所・氏名を記入し、 返信用封筒（送付先の名称・所在地を
切手を貼ったもの） 記入し、切手を貼ったもの）
本人確認書類の写し 登記事項証明書等の写し

特別区税（地方税）に滞納がないこと、および、過去「　　　」年以内に滞納処分を
受けたことがないこと
※　酒類販売（製造）業免許申請用が必要な方はこちらをお選びください。

１　酒類販売（製造）業免許申請 ２　金融機関に提出 ３　その他（

▲▲課▲▲係

（担当者名）

石神井

特別区税（地方税）に滞納がないこと

過去「　２　」年以内に特別区税（地方税）の滞納処分を受けたことがないこと 1

法
人
等

名称 株式会社　◆◆◆◆ 代表者名

※自署される場合は、代表者印の押印不要

練馬　花子 ㊞
電話番号 03-XXXX-XXXX

（部署名）

所在地 練馬区豊玉北●－●－● 指定番号

※不明な場合は空欄で結構です

006XXXXXXX

練馬区
の住所

同　上

現住所と異なる場合 

個
人 氏名 必ず自署して

ください

記入例　法人用

請求番号：

滞納（処分）に係る特別区税（地方税）証明書交付申請書（郵送用）

申請日 令和 8 6

現 住 所 電話番号

昼間の連絡先（自宅・携帯）

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

生年月日

大　・　昭　・　平　・西暦

【郵送請求キャッシュレスサービスをご利用の方】

取得した請求番号を赤字で記入してください。


